


入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。 

(1) 入札参加申請書類及び提出部数 

ア 入札参加資格確認申請書 １部 ※記載する日付は提出日とすること。 

イ 確認資料 

(ｱ) ３(6)アに掲げる建設コンサルタント登録通知書又は証明書の写し １部 

(ｲ) ３(6)アに掲げる技術者の資格を確認出来る書類 １部 

(ｳ) ３(6)アに掲げる技術者が、特に期間を定めることなく入札に参加する者に継続して雇用さ

れていることが確認出来る書面 １部 

(ｴ) ３(6)イ及び３(6)ウに掲げる履行実績を記載した業務履行実績調書 １部 

(ｵ) 業務履行実績調書に記載した内容を確認できる書面 １部 

ウ 提出書類の様式は、盛岡市公式ホームページ＞事業者の皆さんへ＞市の発注契約＞契約関係

様式集＞建設工事・建設関連業務委託の入札に関する様式に掲載していること。 

  なお、５(1)アに掲げる入札参加資格確認申請書にあっては、ホームページに掲載している様

式中、「建設関連」を削除の上、使用すること。 

(2) 入札参加申請手続 

ア 申込方法 持参又は郵送とする。なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。 

イ 受付期限 令和５年８月30日（水）正午までとする（郵送の場合にあっては、当該書類が受

付期限前日までに盛岡市上下水道局庁舎に書類が到達したものに限る。）。 

ウ 受付場所 盛岡市上下水道局下水道整備課 

 

６ 入札参加申請者への確認通知 

入札参加申請者には、入札参加資格の確認後、入札参加資格の有無を一般競争入札参加資格確認

通知書（以下「確認通知書」という。）により通知する。（通知予定日 令和５年９月４日） 

 

７ 入札保証金 盛岡市財務規則第105条第１号又は第２号に該当する場合には免除する。 

 

８ 入札の方法 

(1) 入札書は、２(1)の日時に２(2)の場所に持参すること。郵便による入札は、認めない。 

(2) 代理人により入札させるときは、委任者（契約権限を有する者）が記名押印して代理人の氏

名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。 

 

９ 入札の回数 

３回までとする。ただし、落札者がいない場合は、地方公営企業法施行令第21条の14第１項第８

号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。 

 

10 入札書記載金額 

  入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、 一括総額 で作成すること。決定も 

一括総額 とする。 

  なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

11 落札者の決定方法 

本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者（最低制限価格未満で入札した者を除く。なお、

最低制限価格の算出は「盛岡市業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要領（平成23年２月21日

施行）」に準じて行う。）を落札者として決定する。 

 



12 契約保証金に関する事項 免除  

 

13 契約書作成の要否 

要 業務委託契約書による。 

 

14 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(1) ３に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

(2) ５に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札 

(3) その他入札条件に違反した入札 

 

15 その他 

(1) 現場説明は、行わない。 

(2) 契約締結時までに５(1)に掲げる入札参加申請書類の記載事項に変更が生じた場合には、盛岡

市上下水道局上下水道部下水道整備課に変更届を提出するものとする。 

(3) 提出された書類等は、返却しないものとする。 

(4) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。 

(5) ５に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。 

(6) 心得に記載の「市長（心得第21条３項第５号を除く）」は「市上下水道事業管理者」と読み替

える。 

(7) この入札に関する問い合わせ先 

 一般的事項及び設計図書に関する事項についての質問は、令和５年８月30日（水）正午までに

電子メール又は文書（ファックス可）により盛岡市上下水道局上下水道部下水道整備課あて提出

すること。回答は、仕様書等閲覧場所及び盛岡市上下水道局公式ホームページのトップページ

「お知らせ」で令和５年９月４日（月）の正午までに公表する。 

電子メールアドレス gesuiseibi@city.morioka.iwate.jp 

盛岡市上下水道局上下水道部下水道整備課 電話 019-623-1411（内線6354) 

FAX 019-604-1112 


